
１． はじめに

　近年、国民のスポーツに対する意識は、ロードラン

ナーの増加や 2020 年の東京オリンピック開催決定な

どにより向上しているといえる。しかし、国民が活動

するための体育館やスポーツ施設の数は全体的に減

少傾向にある ( 文献 1)。公共スポーツ施設は 2003 年

の「地方自治法の一部を改正する法律」によって指定

管理者制度が導入され、運営形態や利用形態に大きな

変化が生まれたと言える。指定管理者制度の導入か

ら 10 年を目前とした 2012 年 4 月現在の総務省の調査

によると、公共スポーツ施設の制度導入率は全国で

87.5％と多くの公共スポーツ施設が制度を導入してい

る。

　景気の低迷により既存の公共施設の管理・運営が、

民間の企業へと変わりつつある現在では、指定管理者

制度だけでなく、PFI 制度を導入した体育館の企画が

全国で見られるようになっている。

　既存のハードに民間企業のノウハウを活かして運営

している指定管理者制度を導入している体育館と、企

画の段階から民間のノウハウを活かすために設計され

た近年の PFI 制度を導入した体育館を比較する事で、

利用者が満足しているシステム・サービスの有効利用

が図れ、新たに設計する際にハード面でのアプローチ

が可能となると考えられる。

２． 研究目的 ・方法 ・対象

　目的　

　東京都のスポーツ施設の運営形態の実態を調査す

る。

　対象　

　東京都 23 区内における区立のスポーツ施設で管理・

運営を民間に委託している 71 施設を調査対象とした。

　方法　

　Ⅰ．PFI 制度や指定管理者制度導入による公共ス

ポーツ施設の変化や問題を文献により調査

　Ⅱ．都内 23 区の HP で公表しているスポーツ施設の

管理運営の実状の調査を行った。
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３． 調査結果

　東京都 23 区内の区立スポーツ施設は 74 施設あり、

その中の 71 施設が指定管理者制度を導入している事

が分かった。東京都 23 区での導入率は 95.9％と全国

の導入率 (87.5％ ) より高い事が分かった。

　図 1より、制度が導入された 71 施設のうち 38 施設

は、株式会社によるグループ・共同事業体が管理・運

営を行っている。次いで 17 施設が公益財団法人、16

施設が株式会社単体によるもので、2 施設は NPO 法人

によって管理・運営されている。

　図 2 より指定管理者は、株式会社によるグループ・

共同事業体が 26 団体、株式会社単体が 6 社、公益財

団が 7 団体、NPO 法人が 2 団体であり、ひとつの団体

で複数の施設を管理・運営していることが分かる。ま

た、指定管理者が現在何箇所のスポーツ施設を管理・

運営しているかを図 3に表したところ、約 6割が 1団

体 1施設であったが、残りの 4割は 2施設以上の管理
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･ 運営を行っており、最大で 6 施設を 1 団体で管理・

運営している事が分かった。

　指定期間は、北区、荒川区の施設を除いた多くの施

設で 5 年間と定められている。北区は 4 年が 2 件、2

年が 1件、荒川区では 3年が 1件となっている。

４. まとめ・今後の課題

　指定管理者制度の導入から 10 年が経ち、都内でも

多くのスポーツ施設が指定管理者制度を導入してい

る。スポーツ施設は、スポーツ関連企業や運営会社な

どが専門の知識を活用しやすいため多くの施設で導入

されている現状があると言える。そのためひとつの指

定管理団体が一度に複数の施設を管理・運営している

区が多くみられる。また、各区の指定期間が 3 ～ 5 年

と短いため企業が変わり、ソフトに大きな変更があっ

た際にはハードとうまく噛み合うのか調査をする事が

Table1.Outline of facility and designated manager in 23 wards

必要だといえる。今後各スポーツ施設、指定管理者に

ソフトとハード間でのギャップがどの程度あるのかを

見出す事を念頭に調査し、指定管理者が独自の運営シ

ステムやサービスを有効利用できるようなスポーツ施

設のあり方を考える必要がある。
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